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定款一部変更に関するお知らせ

　当社は、平成28年12月７日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成28年12月27日開

催予定の第38回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。

記

１．定款変更の目的

　当社では法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示すること

により、みなし提供できるようにするための規定を設けておりますが、その対象となる情報に連結

計算書類が含まれていないことから、これもみなし提供できるよう、現行定款第13条の一部を変更

するものであります。

２．定款変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供）

（株主総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供）

第13条　当会社は、株主総会の招集に関し、株主
総会参考書類、事業報告、計算書類に記載
又は表示をすべき事項に係る情報を、法務
省令に定めるところに従いインターネッ
トを利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみなすこ
とができる。

第13条　当会社は、株主総会の招集に関し、株主
総会参考書類、事業報告、計算書類及び連
結計算書類に記載又は表示をすべき事項
に係る情報を、法務省令に定めるところに
従いインターネットを利用する方法で開
示することにより、株主に対して提供した
ものとみなすことができる。

３．日程

取締役会決議 平成28年12月７日

株主総会開催日 平成28年12月27日

定款変更の効力発生日 平成28年12月27日

以　上


